
 

半年前に近くの公共施設の特設会場で健康ネックレス

を購入した。最近になり、初めて箱を開けたら購入し

たものと違うネックレスが入っていた。商品が違うと

返品しようとしたが半年の間に使用していたのではな

いかと言われ受け付けてくれなかった。 

 

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

購入後には速やかに商品を確認しましょう。契約書と

違う商品であった場合には交換してもらえますが、時

間が経つと確認が難しくなります。また、訪問販売に

当たるような特設会場での購入の場合には、8 日間で

あれば、クーリング・オフができる可能性があります。 
 

10月の相談件数 

No.85 

 

 

情報商材に関する契約トラブル 

 

18 件 

16 件 

1 件 

42 件 

7 件 

1 件 

 0 件 

0 件 

10 件 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 例えば、架空請求はがき等 

高収入を得るための「ノウハウ等の情報」の購入や「コンサルティング契約」を一般に「情報商材」
と言い、インターネットの広告を見たり、SNS や電話で勧誘されたりして契約します。「情報」自体が
商品となるため、購入するまで内容を確認することができないことから「『確実に儲かる』と説明され
て購入したのに儲からない。」「内容が期待していたものと違った。」「いつでも受けられるはずのサポ
ートが受けられない」といったトラブルが多くみられます。「儲かる」等のセールストークを鵜呑みに
せず、「元が取れる」と言われても契約する前に冷静になってよく考えてください。そもそも、簡単で
確実に儲かる話はありません。 
消費生活相談窓口では契約前の相談も受け付けています。不安なことがあれば窓口に相談しましょう。 
 


